
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

資料全般

資料の構成に合わせて，英数字，括弧及びスペースの半角／全角を修正し
た。また，英数字のフォントを「MS明朝」に修正した。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-7，11，19，23，26

ディーゼル発電機の記載を次のとおり適正化した。（下線部参照）
（旧）必要なディーゼル発電機
（新）ディーゼル発電機２台

2022.12.21ヒアリング対応

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-15

７～８行目の以下の誤記を修正した。
（旧）供給信頼度の整合が図られた設計とし，
（新）供給信頼度の整合が図れた設計とし，

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-24

６行目の読点を削除した。（下線部参照）
（旧）メタルクラッド開閉装置で構成し，遮断器には
（新）メタルクラッド開閉装置で構成し遮断器には

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-26

２行目の読点を削除した。（下線部参照）
（旧）ディーゼル発電機は，多重性を考慮して，
（新）ディーゼル発電機は多重性を考慮して，

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-28，46

以下の項目に直流電源設備を構成する「直流コントロールセンタ」の記載を
追加した。
・10.1.1.4.4　直流電源設備
・10.3.4.8　直流電源設備

2022.12.21　14条ヒアリング指摘事項の
反映

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-29

７行目の読点を削除した。（下線部参照）
（旧）蓄電池（非常用）は，Ａ蓄電池（Ａ系）及び
（新）蓄電池（非常用）はＡ蓄電池（Ａ系）及び

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-31

２行目の以下の記載を削除した。（下線部参照）
（旧）チャンネルごとに分けて分離し，
（新）チャンネルごとに分離し，

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-40

６行目及び12行目の以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）西双葉開閉所が停止しした場合

　必要となる電力を供給できるような容量を
（新）西双葉開閉所が停止した場合

　必要となる電力を供給できる容量を

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-73，80，83

設備の総称と個別名称の紐づけのため，以下の図に「充電器」，「直流コン
トロールセンタ」の記載を追加した。
・第10.1.3図　直流電源設備単線結線図
・第2.1.1.4図　直流電源設備単線結線図（常用電源設備）
・第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図（非常用電源設備）

2022.10.25　14条審査会合指摘事項の反
映

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-74，84

以下の図のメカニカルインターロックの凡例のずれを修正した。
・第10.1.4図　計測制御用電源設備単線結線図
・第2.1.2.3図　計測制御用電源設備単線結線図

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-75，78

泊発電所に直接接続する送電線を色分けし，泊発電所～西野変電所，泊発電
所～西双葉開閉所及び泊発電所～国富変電所間の送電線名を記載した。
・第10.3.1図　送電系統概要図
・第2.1.1.1図　送電系統図

2022.12.21ヒアリング対応

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-83

以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1.2.2図　直流電源単線結線図
（新）第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図

第33条 保安電源設備
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-94

第2.2.1.8図の枠を追加した。

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-98

６行目の以下のように記載を削除した。（下線部参照）
（旧）後備変圧器の１次側の接続部位は，送電線接続部位についても
（新）後備変圧器の１次側の接続部位は，送電線接続部についても

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-103

第2.2.1.2表の検知後の対処欄の記載（計３箇所）を修正した。（下線部参
照）
（旧）トリップ発生することにより，1相開放故障の発生を
（新）トリップが発生することにより，１相開放故障の発生を

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-104，105，107

以下の表の対応操作欄の文末に句点を追加した。
・第2.2.1.3表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （通常運転時）
・第2.2.1.4表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （発電用原子炉の起動又は停止中）
・第2.2.1.6表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （所内変圧器使用時）

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-105

第2.2.1.4表の識別方法のうち，以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）地絡過電流継電器（51G）にて知
（新）地絡過電流継電器（51G）にて検知

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-123，124

送電線のルート及び交差・近接箇所について，送電線と矢印の太さ等を適正
化して送電線ルートが見やすくなるよう修正した。
・第2.2.3.1図　送電線ルート
・第2.2.3.2図　送電線の交差・近接箇所

2022.12.21ヒアリング対応

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-124

1行目の以下のように記載を削除した。（下線部参照）
（旧）発電所構外において交差・近接する箇所が５箇所
（新）発電所外において交差・近接する箇所が５箇所

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-172

不要な半角スペースを削除した。（下線部参照）
（旧）第2.2.4.20 図　CVケーブルダクト断面図
（新）第2.2.4.20図　CVケーブルダクト断面図

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-186

設備名称統一のため以下の修正を行った。（下線部参照）
（旧）主蒸気逃し弁
（新）主蒸気逃がし弁

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-189

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）必要なディーゼル発電機
（新）必要なディーゼル発電機１台

2022.12.21ヒアリング対応

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-193

全交流動力電源喪失時の代替電源（交流）の優先順位を，第2.3.2.2図のフ
ローに合わせて修正した。（下線部参照）
（旧）①代替非常用発電機による給電
　　　②可搬型代替電源車
　　　③号炉間連絡ケーブル（号炉間融通）
　　　④275kV開閉所設備（号炉間融通）
（新）①代替非常用発電機による給電
　　　②後備変圧器
　　　③可搬型代替電源車
　　　④号炉間連絡ケーブル（号炉間融通）
　　　⑤275kV開閉所設備（号炉間融通）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-194，196

第2.3.2.1図及び第2.3.2.2図の「号機間」の記載を「号炉間」に修正した。
また，第2.3.2.2図の「３号非常用受電設備」の記載を「後備変圧器」に修
正するとともに，凡例見直しに伴い図面を修正した。

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-別紙12-8

式の説明と式の関係を示す「括り」記号のずれを修正した。 2022.12.21ヒアリング対応

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-別紙13-1

66kV送電線の基準要求に対する適合性の説明に一貫性がなかったことを踏ま
え，66kV送電線については，基準適合に必要な電力供給ルートである位置付
けに統一し，次の修正を行った。
・送電鉄塔の倒壊を前提とした共倒れの影響を踏まえても，電線路（送電
線）のうち少なくとも一回線は，他の回線と物理的に分離して受電できるよ
う，常設の66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器を設置し，基準適合に必要
な66kV送電線からの常設設備による電力供給ルートを確保する設計とした。
・基準適合に必要な常設設備による66kV送電線からの電力供給ルートで対応
することが分かるよう，補足説明の記載を修正した。

2022.12.21ヒアリング対応

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0） 33条-別紙13-1

66kV送電線からの分岐による電力供給ルートの確保のうち，3ポツ目の文末
の記載を修正した。（前文の文末に合わせて下線部を削除した）
・66kV開閉所（後備用）に接続する設計とする。
・CVケーブルトンネルに敷設する設計とする。
また，「３号非常用受電設備」に係る４ポツ目の記載を削除した。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.7.0）

33条-別紙13-2

後備変圧器設置後の概略配置図について，送電線と矢印の太さ等を適正化し
て送電線ルートが見やすくなるよう修正した。
・第１図　概略配置図

2022.12.21ヒアリング対応

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.8.0） 33条-73，80，83

「制御用空気圧縮機盤」の記載が文字切れしていたため修正した。
・第10.1.3図　直流電源設備単線結線図
・第2.1.1.4図　直流電源設備単線結線図（常用電源設備）
・第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図（非常用電源設備）

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

資料全般

資料の構成に合わせて，英数字，括弧及びスペースの半角／全角を修正し
た。また，英数字のフォントを「MS明朝」に修正した。

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

とりまとめた資料-1

参照箇所の比較表ページの記載を修正した。

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） とりまとめた資料-3

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）泊３号炉の構成：非常用ディーゼル発電機から
　　　女川２号炉の構成：③ディーゼル発電機
（新）泊３号炉の構成：ディーゼル発電機から
　　　女川２号炉の構成：③非常用ディーゼル発電機

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-10，12，21，26，31

ディーゼル発電機の記載を次のとおり適正化した。（下線部参照）
（旧）必要なディーゼル発電機
（新）ディーゼル発電機２台

2022.12.21ヒアリング対応

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-33

下から７行目の読点を追加した。（下線部参照）
（旧）上記以外にも必要に応じて負荷を接続できる。
（新）上記以外にも，必要に応じて負荷を接続できる

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-35，54

以下の項目に直流電源設備を構成する「直流コントロールセンタ」の記載を
追加した。
・10.1.1.4.4　直流電源設備
・10.3.4.8　直流電源設備

2022.12.21　14条ヒアリング指摘事項の
反映
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-78，84，86

設備の総称と個別名称の紐づけのため，以下の図に「充電器」，「直流コン
トロールセンタ」の記載を追加した。
・第10.1.3図　直流電源設備単線結線図
・第2.1.1.4図　直流電源設備単線結線図（常用電源設備）
・第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図（非常用電源設備）

2022.10.25　14条審査会合指摘事項の反
映

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-78，84，86

「制御用空気圧縮機盤」の記載が文字切れしていたため修正した。
・第10.1.3図　直流電源設備単線結線図
・第2.1.1.4図　直流電源設備単線結線図（常用電源設備）
・第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図（非常用電源設備）

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-79，87

以下の図のメカニカルインターロックの凡例のずれを修正した。
・第10.1.4図　計測制御用電源設備単線結線図
・第2.1.2.3図　計測制御用電源設備単線結線図

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） とりまとめた資料-4

33-80，83

泊発電所に直接接続する送電線を色分けし，泊発電所～西野変電所，泊発電
所～西双葉開閉所及び泊発電所～国富変電所間の送電線名を記載した。（比
較表のとりまとめた資料にも同様に反映した。）
・第10.3.1図　送電系統概要図
・第2.1.1.1図　送電系統図

2022.12.21ヒアリング対応

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-86

以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1.2.2図　直流電源単線結線図
（新）第2.1.2.2図　直流電源設備単線結線図

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-100

第2.2.1.11図のうち，左図の枠内の文字と，右図の下の名称を中央揃えに修
正した。

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-104

第2.2.1.2表の検知後の対処欄の記載（計３箇所）を修正した。（下線部参
照）
（旧）トリップ発生することにより，1相開放故障の発生を
（新）トリップが発生することにより，１相開放故障の発生を

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-105，106

以下の表の対応操作欄の文末に句点を追加した。
・第2.2.1.3表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （通常運転時）
・第2.2.1.4表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （発電用原子炉の起動又は停止中）
・第2.2.1.6表　１相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作
　　　　　　　 （所内変圧器使用時）

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-111

６行目の半角スペースを削除した。（下線部参照）
（旧）【設置許可基準規則 第33条 第１項】
（新）【設置許可基準規則第33条 第１項】

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-122，123

送電線のルート及び交差・近接箇所について，送電線と矢印の太さ等を適正
化して送電線ルートが見やすくなるよう修正した。
・第2.2.3.1図　送電線ルート
・第2.2.3.2図　送電線の交差・近接箇所

2022.12.21ヒアリング対応

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-123

２行目の以下のように記載を削除した。（下線部参照）
（旧）発電所構外において交差・近接する箇所が５箇所
（新）発電所外において交差・近接する箇所が５箇所

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-189

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）必要なディーゼル発電機
（新）必要なディーゼル発電機１台

2022.12.21ヒアリング対応
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49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-275

全交流動力電源喪失時の代替電源（交流）の優先順位を，第2.3.2.2図のフ
ローに合わせて修正した。（下線部参照）
（旧）①代替非常用発電機による給電
　　　②可搬型代替電源車
　　　③号炉間連絡ケーブル（号炉間融通）
　　　④275kV開閉所設備（号炉間融通）
（新）①代替非常用発電機による給電
　　　②後備変圧器
　　　③可搬型代替電源車
　　　④号炉間連絡ケーブル（号炉間融通）
　　　⑤275kV開閉所設備（号炉間融通）

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-275，276

第2.3.2.1図及び第2.3.2.2図の「号機間」の記載を「号炉間」に修正した。
また，第2.3.2.2図の「３号非常用受電設備」の記載を「後備変圧器」に修
正するとともに，凡例見直しに伴い図面を修正した。

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-291

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）過去，この様な事例が発生したことはないことを
（新）過去，このような事例が発生したことはないことを

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-380

第１図の単線結線図内の不要な線を削除した。

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-393

式の説明と式の関係を示す「括り」記号のずれを修正した。 2022.12.21ヒアリング対応

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-395

66kV送電線の基準要求に対する適合性の説明に一貫性がなかったことを踏ま
え，66kV送電線については，基準適合に必要な電力供給ルートである位置付
けに統一し，次の修正を行った。
・送電鉄塔の倒壊を前提とした共倒れの影響を踏まえても，電線路（送電
線）のうち少なくとも一回線は，他の回線と物理的に分離して受電できるよ
う，常設の66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器を設置し，基準適合に必要
な66kV送電線からの常設設備による電力供給ルートを確保する設計とした。
・基準適合に必要な常設設備による66kV送電線からの電力供給ルートで対応
することが分かるよう，補足説明の記載を修正した。

2022.12.21ヒアリング対応

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0） 33-395

66kV送電線からの分岐による電力供給ルートの確保のうち，3ポツ目の文末
の記載を修正した。（前文の文末に合わせて下線部を削除した）
・66kV開閉所（後備用）に接続する設計とする。
・CVケーブルトンネルに敷設する設計とする。
また，「３号非常用受電設備」に係る４ポツ目の記載を削除した。

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-396

後備変圧器設置後の概略配置図について，送電線と矢印の太さ等を適正化し
て送電線ルートが見やすくなるよう修正した。
・第１図　概略配置図

2022.12.21ヒアリング対応

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-31

以下の記載を修正した。（下線部参照）
・侵害することがないように
・侵害することのないように

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-38

同上
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59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-40

以下の記載を修正した。（下線部参照）
・隔離することにより，故障によって影響を局所化できる
・隔離することによって，故障による影響を局所化できる

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-47

同上

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-103

第2.2.1.14図の右下の以下の記載を削除した。
（旧）電流がほとんど変化しない
（新）削除

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0） 33条-105

第2.2.1.4表の識別方法のうち，以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）比率作動継電器（87）
（新）比率差動継電器（87）

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-105

同上

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0） 33条-112

以下の閉じ括弧を追加した。（下線部参照）
（旧）送電線（275kV送電線（泊幹線及び後志幹線）及び66kV送電線（泊地
中支線（泊支線及び茅沼線を一部含む。））
（新）送電線（275kV送電線（泊幹線及び後志幹線）及び66kV送電線（泊地
中支線（泊支線及び茅沼線を一部含む。）））

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-110

同上

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-113

７行目の読点を削除した。（下線部参照）
（旧）66kV 開閉所（後備用）機器，及び開閉所電圧を
（新）66kV 開閉所（後備用）機器及び開閉所電圧を

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-111

同上

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-113, 125, 179

文頭を字下げした。

69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-182

同上

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0） 33条-127，129，131，133

以下の図の交差箇所，近接箇所の文字サイズを大きくした。
・第2.2.3.3図　①近接箇所の現地状況（2/3）
・第2.2.3.4図　②交差・近接箇所の現地状況（2/3）
・第2.2.3.5図　③交差箇所の現地状況（2/3）
・第2.2.3.6図　④交差・近接箇所の現地状況（2/3）

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-125，127，129，131

同上
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72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-161

第2.2.4.9図の上段２枚の写真について画質の良いものに修正した。

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-159

同上

74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0） 33条-162，168，172

以下の表の追而を解消し，評価結果を追加した。
・第2.2.4.5表　275kV開閉所及び予備変圧器の支持性能評価結果
・第2.2.4.6表　主変圧器及び所内変圧器の支持性能評価結果
・第2.2.4.7表　CVケーブルダクトの支持性能評価結果

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-160，165，169

同上

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-175

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）変電設備の対塩設計
（新）変電設備の耐塩設計

77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-178

同上

78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-179

第2.3.1.1表の溢水欄の不要な行を削除した。

79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-182

同上

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-184

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.3.1.5図　外部電源喪失時時における
（新）第2.3.1.5図　外部電源喪失時における

81

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-184

同上

82

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-191

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）設置許可基準の第33条第8項
　　　(設置許可基準 第33条 第8項)
　　　設置許可基準の解釈 第57条(電源設備）第１項(d)
　　　東北電力㈱
　　　非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)
（新）設置許可基準規則第33条 第８項
　　　（設置許可基準規則第33条 第８項）
　　　設置許可基準規則の解釈第57条（電源設備）第１項（ｄ）
　　　東北電力（株）
　　　非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて（指示）
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83

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-273

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）設置許可基準の第33条第８項
　　　(設置許可基準第33条第８項)
　　　設置許可基準の解釈第57条(電源設備)第１項(ｄ)
　　　東北電力㈱
　　　非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)
（新）設置許可基準規則第33条 第８項
　　　（設置許可基準規則第33条 第８項）
　　　設置許可基準規則の解釈第57条（電源設備）第１項（ｄ）
　　　東北電力（株）
　　　非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて（指示）

84

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-193

以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）設置許可基準57条
（新）設置許可基準規則第57条

85

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-275

同上

86

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-別紙 3-7

以下の図について画質の良いものに修正した。
・第2.6図
・第2.7図

87

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-290，291

同上

88

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-別紙 3-10

第4.1表の検知方法の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）若しく
（新）若しくは

89

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-294

同上

90

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-別紙 4-2，3，7，14，16，17，31，
34，38，42，46，54

第1.1.2図，第1.1.3図，第1.3.1図，第1.5.2図，第2.1.1図，第2.1.2図，第
3.1.1図，第3.2.1図，第3.3.1図，第3.4.1図，第3.5.1図，第4.2.2図につい
て画質の良いものに修正した。

91

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-302，303，307，314，316，317，
334，337，341，345，349，357

同上

92

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-別紙 4-21，24，27

第2.2.3図，第2.3.3図，第2.4.3図の負荷開閉器の線のずれを修正した。

93

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-321，325，329

同上

94

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.9.0）

33条-別紙 4-45，49

第3.4.4図，第3.5.4図のD母線の遮断器の不要な線を削除した。

95

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.7.0）

33-348，352

同上
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